
新型コロナ陽性者・濃厚接触者の療養期間

＜有症状者>

１０日間経過 11日目から
解除

（通常生活）

症状軽快後、７２時間
経過した場合発症日（０日）

＜無症状病原体保有者>

７日間経過

健康観察・感染対策検体採取日（０日）

７日間経過
８日目から
解除可能

健康観察・感染対策
最終接触日(０日）

濃厚接触者

<医療従事者の場合>

ワクチン２回接種済みであり、代替が困難である場合は、毎日
業務従事前の検査で陰性の確認ができれば医療に従事可能

健康観察・感染対策

<社会的機能維持者（エッセンシャルワーカー）の場合>

最終接触日（０日）

４日間経過

健康観察・感染対策

４日目と５日目に抗原定性検査で
陰性確認後、５日目から解除可能

※１０日目までは当該業務従事以外の外出は避ける
※公共交通機関の利用を避ける

＜同居家族の場合＞

７日間経過
８日目から
解除

住居内で感染対策を講じた日
発症日（無症状者は検体採取日）

健康観察・感染対策

10日間
経過するまで

10日間
経過するまで

10日間
経過するまで

10日間
経過するまで

10日間
経過するまで

陽性者

最終接触日（０日）

８日目から
解除可能

遅い方（０日）

R4.2.2より適用 習志野市健康支援課 作成


